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麻

生

太

郎
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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
作
成
し
た
「
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
か
ら
の
依
頼
等
に
対
す
る
対
応
振
り
」
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
作
成
し
た
「
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
か
ら
の
依
頼
等
に
対
す
る
対
応
振
り
」

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
一
六
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
「

過
去
に
外
務
省
と
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
の
関
係
が
社
会
的
、
政
治
的
に
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が

あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
に
詳
細
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

個
別
具
体
的
な
状
況
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


